島根県の福祉サービス第三者評価に関するQ＆A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年９月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島根県
Q. 福祉サービス第三者評価とはどのようなものですか？

A.. 社会福祉事業を行う者が提供する福祉サービスの質を、当事者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。
Q　誰が評価しますか？

A　公正・中立な評価機関が専門的な立場から評価します。評価機関は、①法人格を有すること、②福祉サービスを提供していないこと、③評価調査者を２名以上有すること、などを要件として、申請に基づき県が認証します。実際の評価は、組織運営管理分野の精通者及び福祉、保健、医療分野の精通者が各々1名以上で行います。この評価調査者として活動するためには、一定の資格、経験に加え、県が実施する養成研修又はこれと同等の研修を修了していることが必要です。

Q　どのようなサービスが評価の対象となりますか？

A　原則として、全ての福祉サービスを対象としますが、当面は、介護サービスを除く施設系の福祉サービスを対象として制度をスタートさせます。

Q　どのようなことを評価しますか？

A　サービス提供の基本方針、組織の運営管理及び適切なサービスへの取組など全サービス共通の評価項目に加え、種別ごとのサービス提供の内容に関する項目を評価します。

Q　評価はどのようにして行いますか？

A　県の定める評価基準に従い、書面調査（事業者の自己評価や事業概要書等）、利用者へのアンケート調査及び事業所を訪問しての調査により行います。

Q　評価結果はどうなりますか？
A　受審した事業者の同意を得て、結果を独立行政法人福祉医療機構が運営する「ワムネット」で公表し、利用者が適切にサービス選択するための情報として活用されます。評価制度の趣旨から、原則公表が望まれますが、全部又は一部の公表を望まない旨の申し出により、その範囲で非公表とし、当該部分に「事業者の申し出により公表しない旨」を表記します。
Q　評価は必ず受けなければなりませんか？

A　評価を受けるかどうかは事業者の皆様の任意です。しかし、社会福祉法第７８条第1項で、福祉サービスの質の向上のための自己評価等の実施が努力義務として規定されており、事業者の受審が望まれます。

　　なお、措置施設については、措置費の弾力運用の条件として、「第三者評価の受審・結果の公表」又は「苦情解決の仕組の整備（第三者委員）・対応の公表」のいずれかを実施することが必要とされています。

Q　評価を受けるとどのような効果が期待できますか？

A　組織内部の効果と対外的な効果の両面から効果が期待できます。

　《組織内部の効果》

· 自らが提供するサービスの質について、課題や改善を要する点が明らかになり、サービスの質の向上に向けた具体的な取組目標の設定が可能となります。
· 評価受審を通じて、職員自身の気づき、課題の共有及び改善への機運の醸成を図る効果が期待できます。

《対外的な効果》

· 第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得、向上が期待できます。

· 事業者のサービスの質向上に向けた積極的な取組の姿勢をPRできます。

Q　評価を受けるための費用はどうなりますか？
A　受審費用は事業者の負担となります。その額は評価機関が個別に定めていますが、最終的には事業者と評価機関との契約で確定します。
Q　評価を受けてみたいのですが、まず、どうしたら良いでしょうか？
A　○評価してもらいたい評価機関を選ぶことから始まります。本県の評価機関及び評価調査者の一覧は島根県地域福祉課ホームページ内の「しまねの福祉サービス第三者評価」に掲載していますので、これをご覧の上、ご希望の評価機関から詳細に話を聞いてみてください。
　 ○評価の内容、手法及び料金等について合意に至れば、評価機関と契約して評価が始まります。契約に当たっては、県の標準とする評価内容に加え、追加して評価してもらいたい事項やアンケート調査項目などがあれば、オプションで追加設定することも考えられます。　　
Ｑ　「島根県」と「第三者評価制度」との関わりは？

Ａ　福祉サービス第三者評価制度は、新しい制度であり、今後、着実に県内に根付かしていく必要があります。そこで、福祉サービスの質の向上を図る責務のある県が本制度の旗振り役となって、制度運営にあたることとしました。本制度における「島根県」の役割は、あくまでも、第三者評価制度の推進に努めていくことであり、事業者の指導監督を行う立場としての「島根県」ではありません。
Ｑ　指導監査との違いは何ですか？
Ａ　県が行う指導監査は、法令の求める最低基準を満たしているかどうかについて、定期的に確認するものであり、この最低基準は社会福祉事業を行う者が最低限満たしていなければならないものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスの水準をより良い方向へ誘導する、言い換えれば、福祉サービスの質の向上を図ろうとするもので、その性格を異にしています。
